
米子市・日本下水道事業団災害支援協定 

 

米子市（以下「甲」という。）と日本下水道事業団（以下「乙」とい

う。）とは、甲が所管する下水道施設について災害が発生した場合にお

いて、乙が行う当該下水道施設の維持又は修繕に関する工事その他の支

援（以下「災害支援」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的等） 

第１条 この協定は、乙が行う災害支援に関して基本的な事項を定め、

その円滑な実施を確保することにより、災害が生じた下水道施設の機

能の迅速な回復を図り、もって浸水被害の拡大並びに生活環境の悪化

及び公共用水域の水質の悪化を防止することを目的とする。 

２  この協定は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１５条の２に

規定する災害時維持修繕協定とする。 

（対象） 

第２条 この協定の対象となる災害は、次に掲げる原因により生ずるも

のとする。 

（１）地震、津波、暴風、豪雨、洪水、豪雪その他異常な自然現象 

（２）前号に掲げるもののほか、甲、乙協議して定める事象 

２  この協定の対象となる下水道施設（以下「協定下水道施設」とい

う。）は、別記に掲げるものとする。 

（災害支援の内容） 

第３条 乙が行う災害支援の内容は、次に掲げるものとする。 

（１）災害の状況を確認するために行う現地調査（協定下水道施設の点

検を含む。） 

（２）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令（昭和２６年政令

第１０７号）第５条第１項の規定による報告を行うために必要な資

料の作成 

（３）協定下水道施設の応急工事又は復旧工事が完了するまでの間、そ

の機能を暫定的に確保するために行う簡易消毒の実施、仮設ポンプ

の設置その他の当該協定下水道施設の維持又は修繕に関する工事 

（４）災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成（その作成の

ために行う現地調査を含む。）及び災害査定への立会い 

（５）前各号に掲げる支援に附帯する支援 

（災害支援の要請） 

第４条 甲は、協定下水道施設について災害が発生した場合において、



必要があると認めるときは、乙に対し、災害支援を要請することがで

きる。 

２  前項の規定による要請（以下「支援要請」という。）は、文書によ

り行うものとする。ただし、文書により支援要請を行うことができな

い場合には、電子メールの送信又はファクシミリ装置を用いた送信

（これらの送信を行うことができないときは、口頭又は電話）により

行うことができる。 

３  前項ただし書の場合においては、甲は、事後において速やかに、乙

に対して文書を提出するものとする。 

（災害支援の実施） 

第５条 乙は、支援要請があったときは、乙の人員等に応じて可能な範

囲で、災害支援を行うものとする。 

（災害支援の完了の報告） 

第６条 乙は、支援要請に基づく災害支援の全部又は一部を完了したと

きは、速やかに、甲に対し、その内容を報告するものとする。 

（費用の負担） 

第７条 甲は、支援要請に基づく災害支援（第３条第１号及び第２号に

掲げる災害支援を除く。）に要した費用を負担するものとする。 

２  乙は、甲に対し、前項の費用として、乙の職員の人件費及び旅費、

使用した機材及び薬品の代価その他の実費に相当する額の支払を請求

するものとする。 

３  甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、

速やかに、当該請求に係る費用の額を乙に支払うものとする。 

（廃止） 

第８条 甲又は乙においてこの協定を継続することができない事情が生

じたときは、甲、乙協議の上、この協定を廃止することができる。 

２  甲又は乙は、相手方がこの協定に定める事項に違反した場合におい

ては、当該相手方への書面による通告をもって、この協定を廃止する

ことができる。 

  



 

（事務局） 

第９条 この協定に基づく災害支援に係る事務局は、次のとおりとする。 

（１）甲の事務局 米子市下水道部施設課 

（２）乙の事務局 中国・四国総合事務所施工管理課 

（協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、令和３年１０月１日から令和６年９

月３０日までとする。 

（現況届の提出） 

第１１条 甲は、協定を締結したときは、乙に対し、遅滞なく、現況届

を提出するものとする。 

２  甲は、前項により提出した現況届の内容に変更が生じたときは、直

ちに変更後の現況届を乙に提出するものとする。 

３  甲は、前二項に規定する現況届に基づき、当該協定を締結した日か

ら起算して１年を経過するごとに、その間の経過を速やかに乙に報告

するものとする。 

４  第１項及び第２項に定める現況届は、別記様式によるものとする

（その他） 

第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義を生じた

事項については、必要に応じ、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙それぞれ記

名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和３年１０月１日 

 

甲  鳥取県米子市加茂町一丁目１番地 

   米子市 

米子市長   

 

 

乙  東京都文京区湯島二丁目３１番地２７ 

日本下水道事業団 

理事長   

 



別 記  

 

協定下水道施設 

 

１．終末処理場 

内浜処理場 

皆生処理場 

淀江浄化センター 

 

２．ポンプ場（マンホールポンプは除く。） 

中央ポンプ場 

祇園ポンプ場 

大谷ポンプ場 

新加茂ポンプ場 

青木ポンプ場 

上福原ポンプ場 

富益団地ポンプ場 

西福原ポンプ場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 様 式  

 

年  月  日  

 

日 本 下 水 道 事 業 団  理 事 長    殿  

 

災 害 支 援 協 定 に係 る現 況 届  

 

○○○・日 本 下 水 道 事 業 団 災 害 支 援 協 定 第 １１条 に基 づき現 況 届 を提 出 します。 

市 町 村 名   

担 当 部 署 名   

担 当 者 役 職 及 び氏 名 ①  

担 当 者 役 職 及 び氏 名 ②  

災 害 時  

緊 急 連 絡

先  

電 話 番 号   

FAX  

E-mai l   

維 持 管 理  

委 託 先  

業 者 名   

電 話 番 号   

FAX  

E-mai l   

対 象 施 設 名   

  ルート図  一 般 平 面 図  水 位 関 係 図  

最 新 図 面 作 成 年 月 日     

 設 備 フロー図  施 設 平 面 図  断 面 図  

最 新 図 面 作 成 年 月 日     

留 意 事 項   

※１ ご担 当 者 様 は２名 以 上 ご登 録 願 います。 

※２ 災 害 時 緊 急 連 絡 先 が複 数 ある場 合 は「，」で区 切 ってご記 入 願 います。 

※３ 維 持 管 理 委 託 先 がない場 合 は、「維 持 管 理 委 託 先 」欄 をご記 入 いただく必 要 は

ありません。維 持 管 理 委 託 先 が複 数 ある場 合 は、行 を増 やしてご記 入 願 います。 

※４ 「対 象 施 設 名 」欄 は、対 象 施 設 ごとに対 象 施 設 名 及 び最 新 の図 面 の作 成 年 月

日 を記 載 してください。また、施 設 が複 数 ある場 合 は別 紙 を作 成 するか、行 を増

やしてご記 入 願 います。 

※５ 「留 意 事 項 」欄 は、災 害 支 援 時 に留 意 すべきことがあればご記 入 願 います。 


